
第三回中学校給食検討委員会 
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 定刻の時間となりましたので、第３回摂津市中学校給食検討委員

会を開催いたします。第１回、第２回に引き続き、司会進行をさせ

ていただきます教育総務課長の岩見でございます。委員の皆様にお

かれましては、新年早々お忙しい中ご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。本委員会は全３回をもって、摂津市の中学校給

食の実施方式について一定の提言をまとめたいと考えております

ので、宜しくお願いたします。本日、登阪部長が出席の予定をして

おりましたが、午後より急な公務のため欠席となっております。 

 それでは、議事に入らせていただきます。なお、前回と同様に終

了予定時間を概ね４時３０分と考えおりますので、議事進行にご協

力いただきますようお願い致します。進行のほうを田中委員長、宜

しくお願いたします。 

 

 新年早々、中学校給食検討委員会にお集まりいただきましてあり

がとうございます。これまでの２回、４つの大きな論点でご意見を

伺ってきました。本日は最終の検討委員会として、一定の方向性を

見出したいと思っています。皆さんの忌憚のない意見を出していた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に沿って進めてまいります。議事（１）「第２回

検討委員会概要」について、事務局より説明をお願いします。 

 

 （説明省略） 

 「第２回検討委員会概要」資料１について説明 

 

 資料１に、前回の話のポイントが書いています。中学校の給食に

とってのメリット、デメリットがあり、トータルして子どもたちに

とって何がいいのか迷っている現状が伺えると思います。中学校側

の心配や、昼休みの時間の機能といいますか、食事だけではない中

学校と小学校の違いということもお話しいただきました。確かに時

間的な問題や、子どもの積極的な給食時間が尐なくなってしまうと

いう意見が出ました。お弁当と子どもたちを繋ぐ絆といいますか、

子どもにお弁当を作ってあげることを子どもとの繋がりとして維

持していきたいという保護者の意見というのも、ＰＴＡ協議会の中

で出ましたとお伺いしました。また別に、みんなで一緒に食べる小

学校と同じスタイルがいいという意見も伺いました。この資料の中

で、追加やご意見等ありますでしょうか。 

 また後でもお話を聞く機会がありますので意見がありましたら
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出してください。 

 次に、議事（２）「前回検討委員会における質問等に対する回答」

について、事務局より説明をお願いします。 

 

（説明省略） 

 「前回検討委員会における質問等に対する回答」資料２について

説明 

 

 資料２で、中学校のお昼休みの時間帯、４時間目の終わりと５時

間目の始まりについて、２つの市の様子を調べてもらっています。

筒井先生、摂津市はもう尐し尐ないくらいですか？ 

 

 一中では１２時４０分終わりの１３時２５分始まりです。 

 

 三中では始まりが１３時２５分で、二中は１３時３０分です。 

 

 そうすると、摂津市の現状は昼休みが５５分ではなくて４５分程

度ということですね。 

 門真市の例で、準備に要する時間が約２０分、食べる時間が１５

分、後片付けと休憩を入れて２０分と書いています。濱西先生どう

でしょうか。お昼休みの時間をすべて給食に費やすということにな

りますね。 

 

 そうですね。 

 

 小学校はまだ時間に余裕があるんですよね。 

 

 小学校は、給食時間としては４５分から５０分の設定ですが、そ

の後に１５分程度の掃除をはさんで、その掃除時間も使って下膳を

して、その後に２０分程度の昼休みがあるので、トータルの時間は

だいぶ長くなります。 

 

 中学校では６時間目が終わってから、４時にはクラブ活動を始め

ようという目安がありますので、なかなか時間を動かしづらい面も

あるのですが、松原さん時間についてなにかありますか。 

 

 現状の時間帯はこの資料でわかりました。門真市は給食を始めた
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のは最近ですか。前からですか。 

 

 門真市はかなり以前から始めています。 

 

 門真市が給食を始める前の昼食時間はどれくらいだったかはお

聞きしていますか。ここで問題になっているのは、現状の昼休みの

時間と、給食を始めた場合の昼休みの時間の差異があるから、部活

動の時間が減るということですよね。高槻市は、給食のために昼食

時間を延ばしたのか、そのためにどういう工夫をしたかをお聞きし

たかったのですが。現状の時間は時間割を聞いたらすぐにわかるこ

とですので。 

 

 資料２の高槻市教育委員会の概要の２段目を見ていただくと、給

食が始まるまでは４５分の昼休みでしたが、給食の準備等も踏まえ

て１０分延長の５５分にされているということでお聞きをしてい

ます。現実には５５分ではできておらず、プラス１０分の６５分程、

１時間前後はかかっているということを事務局からはお聞きして

います。 

 

 時間を１０分融通したのは、朝ですか昼からですか。 

 

 昼からです。 

 

 昼からの時間をずらしたのですか。朝の時間はそのままで。 

 

 そうです。 

 

 学校の始業はどこも８時半からで、そこから授業が５０分、休み

時間が１０分というのは門真市も摂津市も高槻市も同じ条件です

ね。高槻市や茨木市の先生とお話する機会があって、高槻市は今先

行して２校が給食を始めています。最初は落ち着くまでは時間がか

かるということでした。ただ、落ち着けばなんとかやれる範囲には

なっていると。時間的な問題は。 

 

 高槻市って前はデリバリーをやっていて、自校方式の全員喫食に

変えられましたよね。 
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 親子方式ですね。 

 

 親子方式の全員喫食でしたね。 

 デリバリーのときはどういう状況だったかはお聞きしましたか。 

 

 高槻市はデリバリー方式になる前にパン屋が入っていて、朝から

注文を受けています。だから、パンという選択肢とデリバリーとい

う選択肢の２本立てで平行して今もやっています。先行している２

校については、親子方式の給食を実施されているということです。

喫食率等を考えると、他にも選択肢があるのでなかなかデリバリー

がすんなり定着するのは難しい状況はあったみたいです。その辺

は、摂津市は見通してやっていかないといけないとは思いますが。 

 

 ちょっと見ていただきたい資料があるのですが。作ってきたので

よろしいでしょうか。 

 

 事務局大丈夫ですね。 

 

 はい。 

 

 資料で、今回中学校給食が実施されることになって、大阪府の状

況を調べたものがあるのですが、中にカラーの部分でこういったも

のがあります。大阪府下に４３市あると思うのですが、その中で中

学校給食を導入することになって、自校方式の全員喫食にされてい

る市が１１市程あります。それだけの数の市が、自校方式の全員喫

食という形にされていきます。それは、中学校給食が始まっても時

間配分もできるから、その方式にされているのではないかと思いま

す。デリバリー方式の選択制にされているのは、４３市ある中で、

８市だけです。学校給食法では、「義務教育諸学校の設置者は、当

該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなけ

ればならない。」と書かれていて、そういうところから見ていくと

やっぱり。 

…また尐し考えます。 

 

 学校給食法も前もって事務局からいただいていますので、貫山さ

んのご意見も理解しています。それぞれの自治体でいろいろな事情

があるのかと思います。大阪府は全国的に中学校の給食が尐ない地
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域でもありますし、まだまだこれから慣れるまでにいろんな課題が

あるのだろうなと、この表を見せていただいてもそれが伺えます。 

 松原さん、時間帯のことでしたね。時間的な問題は、切り詰めた

ら入らないことはないと思います。ただ、前回筒井校長からもあっ

たように、中学校がもっている昼休みの機能がどれくらい維持して

いけるかとか。小学校の担任はずっとべた付きで子どもたちと一緒

にいれます。中学校の担任制というのは小学校と違って、担任はい

るのですが各教科で他のクラスに教えに行っています。例えば、私

は元々体育の教師だったのですが、自分のクラスを見るのは週に３

回しかなく、それ以外は他のクラスに教えにいっています。昼休み

にうまく授業を終わらせて自分のクラスに帰ってくるのは、物理的

な時間の問題等にもどうしても心配がでてくるという現場の意見

も聞かせてもらっています。時間の問題だけではなさそうです。 

 

 そういう問題を前回も出してもらいましたよね。高槻市の教育委

員会に聞いたときに、その辺の工夫をどういう風にしているかは聞

いてないのですか。 

 

 １０分昼休みを延ばされて、今現状ではさらに１０分延長でそれ

でも足りないというところで、工夫というよりはまだ落ち着かない

というか、今後これがどう落ち着いてくるかというところだと思い

ます。 

 

 門真市も、担任が給食時間に自分のクラスに行くのが厳しいの

で、その学年の副担任の先生が２クラスに「できたか、いいか」と

声をかけたりしながら、学年対応で進めているという現状も聞きま

した。 

 時間帯のことは、そのような資料を出していただいております。 

また貫山さんから、大阪府下の現状についての参考の表を提出して

いただきました。他市の状況や、時間的な問題のところで、他にな

にかありますか。 

 

 高槻市がデリバリー選択制から親子方式の全員喫食に変わった

理由はお聞きしていますか。 

 

 市長の選挙がございまして、その公約を掲げられて変わったとい

うことで聞いています。 
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 高槻市長の公約で全員喫食をするとなったんですね。 

 

 まず２校が先行実施して、２７年度で全体が実施するということ

で聞いています。我々の想いがなんとか行政にも伝わればそれがベ

ストでしょうけれども、そういった経緯もあるということですね。 

 

 貫山さんに出していただいた資料ですが、黄色のところがデリバ

リー選択制で実施計画をしていて、ピンクのところは今スクールラ

ンチ等を実施しているのが親子方式全員喫食、自校方式全員喫食、

センター方式全員喫食に実施計画を変えるということですよね。 

 

 そうですね。高槻市は喫食率が低い等のいろんな問題が出てきて

デリバリー選択制が駄目だったから親子方式に、箕面市では自校方

式の全員喫食に変わっていったりしています。他の市はまだお弁当

だと思いますが、自校方式の全員喫食やセンター方式の全員喫食に

変わっていっています。見た感じ、水準が高くといいますか、子ど

もたちに対しての配慮がされているのではないかと思います。誰の

ために給食をするのか、そこら辺を検討されてこういった形になっ

ていったのではないかと思います。 

 

 府下の様子ということで、全体の動きを眺めてまた意見をいただ

きたいなと思います。 

 自校方式で一斉に調理場を作ることを想定したときに、各校の建

築するにあたっての課題について、事務局より説明を受けたのです

が、ご質問はございますか。 

 

 敶本先生、素朴な質問ですが、小学校の１階に調理室があって、

その１階にみんながとりに行くのですか。 

 

 給食室は１階にありますけれども、本校はできた給食を配膳室に

運びます。１階のクラスは給食室にとりに行きます。２階と３階の

クラスは、調理員がエレベーターで配膳室に運んで、そこに児童が

とりに行っています。 

 

 子どもたちが運ぶ労力が尐し楽になるのですね。 
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 大体の学校も配膳室を利用していますね。 

 

 給食室の中にリフトがあって、そのリフトの真上が大体の学校は

配膳室になっていますので、リフトで上にあげたら配膳室の中のリ

フトに届いて、そこから出すということです。ただ、給食室外にリ

フトがある学校もありましたよね。 

 

 摂津小学校と味舌小学校については、給食調理場を新設しました

ので、給食調理場からダムウェーダーで各階の配膳室へ直接上げる

ことはできません。ですので、ボックスのカートに乗せて、それを

エレベーターで調理員が各階の配膳室へ運んで、子どもたちはそこ

に食器や食缶をとりに行きます。 

 

 １年生や２年生のことを考えると、なんとか平行移動で済むよう

な環境を作ってあげないと。 

 

 昔は給食調理室までみんなとりに行っていたのが、いつごろなく

なったのですかね。 

 

 今資料がないのではっきりいつからとは申し上げられませんが、

私たちが小学校のときはまだ調理室までとりに行っていましたけ

れども、その後くらいかと思いますので、もう３０年４０年近くで

しょうか。 

 

 ということは、１年生や２年生は１階でなくても、２階や３階で

あっても苦労しなくてすむのですね。すいません、素朴にどうなの

かなと思ったので。 

 中学校に同じものを作っていくとなると、この資料に書いてある

課題については、なるほどそうだなとは伺えます。私は５つの中学

校すべてをたまたま経験しているのですが、例えば二中は正門の前

に大きな道がないので食材の出入りが、それに高低差があったりも

します。そういう心配がここにあげてあるということですよね。 

 

 でも、昔はグランドの方に食堂があったりして、業者は入ってき

ているわけなので。 

 

 グランドの裏から入っていましたよね。 
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 そうですね。グランドの横の方や裏から入っていたと思うので、

たぶん不可能ではないと思うのですが。 

 

 物理的にはこういう心配事はあるのですが、それは可能は可能な

状況で。 

 

 可能か不可能と言われると。 

 

 必要となる課題ですよね。 

 

 必要となるということですね。犠牲になってしまうところがたく

さん出てくるということですね。 

 

 消防法の問題であるとか、継ぎ足しの建物はルールが変わってい

て継ぎ足せないとか、そういった問題も出てくるわけですね。 

 ８つのポイントを出してもらっていますが、その他に質問等ござ

いませんでしょうか。 

 

 では、議事の方に戻ります。ここまでの１回目と２回目は大きく

４つの論点、柱でお話をしてきました。園田先生からもアドバイス

をいただいて、デリバリーの選択制という給食について、保護者の

方も私も、どんなものになるのかが見えづらいというご指摘もあり

ました。第 1回の冒頭に、登阪部長から市が考えているデリバリー

方式選択制の給食について、大きな問題がないか検証をしてほしい

と言っておられました。３番目の議事のところで、「デリバリー選

択制給食について」他市の様子はこんなものですよとか、ＰＲにつ

いてはこんな風に、中身的にはこんな風にというようなところ、ま

た献立等の問題も含め、事務局お願いします。 

 

 資料をお配りさせていただきます。 

 

 あと、食材の中身の安全性であるとか、栄養士さんがついておら

れるということで、その辺との連携作業みたいなものもありました

ら説明をお願いできますか。 

 

 イメージしていただくにあたりまして、ホームページで大阪市と
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羽曳野市がこのような写真付きの献立表を出しておられましたの

で、配布させていただいております。大阪市は２月分、羽曳野市は

１月分です。羽曳野市は、見ていただいてもわかるように、工夫さ

れて季節感も出されています。大阪市につきましては、写真を出さ

れていて、子どもたちが選択するにあたってこれを見ていただくと

いうことです。カラーで印刷したものを見ると、アレルギー表示に

ついて色分けで情報提供されているという工夫もされています。イ

メージとして見ていただければと思います。どちらも１食３００円

です。予約方法につきまして、大阪市はパソコン、携帯、紙媒体で

申し込みを受けているようです。プッシュホンといった電話での申

し込みも大阪市ではされているようです。予約は、食べる月の前月

の１日から８日までということです。羽曳野市につきましては、パ

ソコン、携帯で予約となっておりますが、パソコンのない家庭につ

いては学校のパソコンで申し込みできるようになっています。こち

らについては、給食を食べる月の前月の２０日までに申し込みとい

う形で、選択制の給食をやられています。 

 

 こういうペーパーが、教室や配膳室や各家庭にも配られるのです

よね。 

 

 配られていると思います。高槻や茨木のスクールランチの視察に

行かせていただいたときには配膳室等にこういったメニュー表は

張っておられました。 

 

 羽曳野市ではパソコンの貸し出しがあるのですか。 

 

 貸し出しというか、学校設置のパソコンを使用できるみたいで

す。 

 

 尐し時間をとるので眺めてください。 

 

 園田先生、私、素人から見て、内容的にすごいなと思うのですが。

なにかございますか。 

 

 西村先生にお聞きしたいのですが、この献立と自校で作るメニュ

ーを比べて、デリバリーだとこの辺が工夫できていないなというと

ころはありますでしょうか。 
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 作り方が違うので、自校で作るとここまで品数を用意できないと

は思います。２つの献立表に共通して言えるところは、熱量とたん

ぱく質と脂質の表示はあります。ただ、ミネラル部分ですね。成長

期の子どもたちに大切なビタミンや鉄分やカルシウムなどの表記

がないとどうなのかなと思います。確かに給食は１００％であるの

が望ましいですが、献立によっては基準値を満たない場合もありま

す。そういった場合は、例えば鉄分が不足していたら、ご家庭で夜

ご飯に鉄分のある料理を食べていただくなどの工夫を３食でする

ことによってバランスがとれると思います。私もぱっと見ただけで

鉄分が不足しているとかその辺即座に判断はできませんが、そうい

った表記がないのは大丈夫かなと心配です。ちゃんとたてていると

は思いますが。 

 

 羽曳野市も１ヶ月の平均的な栄養素は書いていますが、摂津市の

給食の場合、最低限度のエネルギーやたんぱく質の表記は絶対にさ

れていると思いますが、そういうミネラル部分とかも毎日細かく表

記されているのですか。 

 

 そうですね。給食だよりにその日の分は表示しています。これも

表示しようと思えばスペース的にはあると思うのですが、表示され

てないのでやはりそうなると心配です。アレルギー表示とかしてあ

ってすごくわかりやすくはなっていると思うのですが、それ以外の

アレルギーをお持ちのお子さんもいらっしゃると思うので。そうい

ったところは問い合わせですべてまかなえるとは思いますが。 

小学校だと、汁物があって、大きなおかず、小さなおかず、ご飯

とかパンが基本になってきます。中学校給食をしている市が、小学

校の給食と全く離して献立をたてているのか、小学校の給食を尐し

変形させてたてているのかにもよると思いますが、やはりこういっ

たお弁当形式だと尐しのおかずをたくさん何種類か寄せ集めてっ

てなってきます。どうしても味も気になります。塩分調整とかもし

ていると思うのですが。私が以前に定時制高校にいたときに、民間

委託を導入してその後にデリバリーになったので、そのときに試食

をしたらデリバリー給食も味がびっくりするくらい濃くて、それか

ら１０年近く経っているので改善されているとは思うのですが、そ

ういった表記がないとペーパーで見るだけではわからないので、給

食としてはどうなのかなと思います。例えば、ファミリーレストラ
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ンとか自分の意思でお弁当を購入する分には構わないと思うので

すが、給食として提供するのであればそういった部分は気になりま

すし、保護者の方も気にされているのではないかなと思います。 

 

 大阪市は分量もすべて書いているので、計算しようと思うと恐ら

くできるだろうし、見当がつかれる方もいらっしゃるかもしれない

ですね。お塩とか書いていますし。ただ羽曳野市の方を見ています

と、材料は書いているのでアレルギーのものが入っているかどうか

はわかると思いますが、分量的なことは何も書いていないので尐し

情報不足かなという感じがいたします。ただ、中身を見ましたらか

なり変化に富んでいるなと、これがもしおいしければ。それから、

中学生の昼食に対しての希望で、温かいものが食べられるなら給食

の方がいいといった意見がありました。温かいものがそのまま提供

されるのか、その辺はここではわからないのですが、そういうこと

のカバーができるのかとも思いました。ただ、そういうことも全部

カバーができて、表示を付け加えることも恐らく不可能ではないと

思います。紙１枚に載せられなくてもホームページなどに載せるな

ど、特にこれが不足しているなどの情報は載せることができるので

はないかと、そのような気がしながら見ておりました。デリバリー

の内容というのは、この献立などを見ていたら毎日毎日変わってい

ます。食べていませんから薄味か濃い味かなどの味はわかりません

が。でも家庭から持って来るお弁当には十分匹敵するかなと思いま

す。 

今までいろいろと問題点を出されておりました。デリバリーの問

題も大切なのですが、給食の全員喫食の問題も大きいと思います。

全員食べるか選択制にするのか、デリバリーの選択ではなくて、自

校方式だけど選択制なのか、センター方式だけど選択制なのか、そ

れから自校方式で全員喫食、いろいろありますので。摂津市におい

ては全員喫食が好ましいのかどうなのか。アンケートでは小学校の

保護者の方は全員喫食にしてほしいというご意見が多いです。とこ

ろが中学生くらいになってきまして、保護者の方の一部もお弁当を

作るときの良さとか親子の絆とかも強く持っておられますし、生徒

たちもみんなと同じものを食べる良さというものを、小学校ほどは

言ってないですね。まず、全員喫食の給食の方がいいのかどうか。

個人差もかなり大きい中で常に同じものを同じように与えて、時間

的な問題もあると思います。スケジュールを見ると、全員喫食だと

ただ食べるためだけの給食という形になってしまわないか。食育ま
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でできるのかなと思います。全員喫食というのが、摂津市にとって

望ましいのかそうでないのかというのがあります。アンケートから

見ると、決してそこまで全員喫食を望んでないのではという気がい

たしました。それではどういう方式があるのだろうということで

す。最初にデリバリーという方式が出てしまっていましたが、アン

ケートをとる際に、デリバリーのことを知ってこのアンケートに答

えていただいたのでしょうかという質問を前にさせていただきま

した。もう尐しその中身についての検討が必要ではないかと思いま

す。 

自校方式やセンター方式でも選択制をとられているところもあ

りますね。 

茨木市ですが、デリバリーを始めた頃は物珍しさがあって、注文

もすごく多かったということもお聞きしました。確かに、献立表を

ぱっと見ると、「わぁこんなにいろいろ好きに選んで食べられるの

か。」と思います。ただ、この後どうなっていったのかなというこ

とは気になります。 

大阪市は、最初は選択制だったけれども、現在はデリバリーの全

員喫食ということで出しておられます。やはり、デリバリーと選択

制を分けて考えるのがいいのかなと思ったりもします。 

 

 ここまでのアンケートや資料等をトータルに考えていきますと、

最初に言ったようにメリットやデメリットが出てきます。 

 献立表を見ると、内容は変化に富んでおいしそうだなと思うので

すが、子どもたちに届けるまでのことを想定したとき、温かいもの

を保温して提供するなどの温度管理のことはどうでしょうか。 

 

 ご飯については温かいものを提供されている市もあります。おか

ずについては一旦冷やして提供するところが多いと思います。視察

に行った高槻市は、スチームコンベクションオーブンで温めて、温

かい状態で提供されていました。試食させてもらいましたが、熱い

くらいの給食でした。温かさについては各市工夫をされていますの

で、いろいろな良い所を見習って、より良いものが提供できるよう

今後検討します。 

 

 摂津市においても、デリバリー方式を想定したときには、スチー

ムコンベクションオーブンを使うのですか。 
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 スチームコンベクションオーブンを使うことがいいのかは検討

しますが、保温の努力はします。スープは温かいスープを提供され

ているなど、容器で工夫されている市もあります。その辺は情報を

収集していかないといけないと思っています。 

 

 アレルギーについて聞いてよろしいですか。摂津市の小学校では

アレルギーを除去したものを提供できるとおっしゃっていました

よね。 

 

 はい、できる範囲で。 

 

 デリバリーの場合は、アレルギー物質はこれが入っているので、

それにあたる方は食べてはいけませんよ、という対応になってしま

うのですね。 

 

 前回もお話いたしましたが、このように表記はさせていただきま

すが、個別の対応は難しいかと思います。注文するときにご自身で

判断をしていただくという形になります。 

 

 給食というところで、食を全員に提供するというところからは尐

し外れる可能性はありますね。アレルギーだったら食べられないの

で。 

 

 小学校におきましても、現在はできる限りの範囲で除去しており

ますが、どうしてもできない場合はご家庭から代替食を持ってきて

いただく形をとらざるを得ないこともございます。 

 

 小学校の場合はお弁当のような形式ではないので、代替食を持参

していただくケースもあります。ただ、例えば、全部が全部食べる

ことができないのではなくて、大おかずだけが除去食ができない場

合、大おかずの代わりになるものは持ってきて小おかずとご飯やパ

ンは食べるということができます。デリバリーのようなお弁当方式

だと全部が一体化してしまうので、その辺の違いはあると思いま

す。デリバリー方式だと、１品だけが食べることができない場合で

も、同じボックスの中に入っているので、他のおかずなどにくっつ

いてしまうことなども考えられるので、全くお弁当として注文でき

ないケースがあります。 
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 羽曳野市と大阪市の献立表を見ると、毎日なにかしらのアレルギ

ーは入っていますよね。これだったら、アレルギーの生徒は毎日お

弁当を持ってきてくださいということですよね。給食は全員に提供

できるようにというのが基本ですよね。自分たちが食べたい食べた

くないといったように選択するのであればいいですけれど、アレル

ギーの子は頼みたくても頼めないということですよね。私の子ども

もアレルギーを持っています。上の子はいくらが駄目です。いくら

が触れたものを食べるのも駄目です。弁当がどういう状況かわから

ないとなってしまうとアレルギーが出てしまうかもしれないので、

それだったら頼めないです。アレルギーを持っている親にすると、

はなから除外されてしまって非常に困ります。あと、「デリバリー

というのは業者にお金を出して頼むのに、何でこっちがやってくれ

ということをしてもらえないのか、だったら頼む必要ない」と言う

保護者の方もいました。アレルギーを持っている子どもは増えてい

るので、親の切なる想いの中で出てくる意見だと思います。みんな

が税金を納めて、その税金を使って給食をされますよね。同じよう

に税金を払っているのに、私たちは頼めないのかっていう話になる

ので。 

 

 実際のところ、業者とアレルギーの除去が可能かどうかという話

までいってないですよね。 

 

 はい。献立のたて方などの工夫によって、すべての献立にアレル

ギーが入ることがないようになどの検討が必要だと思います。寝屋

川市がこの１月からデリバリー方式の全員喫食を実施されていま

す。業者が作ったお弁当ですが除去食の対応をされているというこ

とで聞いています。そういった方法も踏まえて今後の課題かと思っ

ています。 

 

 喫食率がどれくらいになるかという問題もあると思います。中学

校の現場を想定して、お昼の時間に個々がお弁当をもらいにいく時

の混雑などの問題はありそうですか。 

 

 逆に言えば、喫食率が低ければ混雑がないから時間はかからない

でしょうね。喫食率が４０％や５０％となったときには、窓口を１

箇所にしないなどの対応を考えないといけないと思います。 
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 事務局からデリバリーの資料として例を出してもらいましたが、

きっと保護者の方は目にされていないですよね。 

 今日委員長としてこの会を進めさせてもらっていますが、率直な

想いは、どれも子どものためには必要だという意見を出してもらっ

ているので、これだというところに到達することは難しいと思いま

す。ただ、摂津市の現状やみなさんのいろいろな意見を聞いた中で、

なかなか１つに絞り込めていないこの会の現状がありますが、一応

議題の４番目の中学校給食検討委員会の提言というところにたど

り着かないといけないです。それぞれの意見を聞いていただいて、

選択肢を残しながらも提言の作業に入りたいなと思います。 

提案及び説明を事務局よりお願いできますか。 

 

 これまで、保護者の方々への説明会、アンケート実施後の説明会、

議会等のお話の中、また第１回、第２回の検討委員会のお話の中で

いろいろな意見を出していただき、それをまとめさせていただきま

した。やはり、本市といたしましても、各家庭の事情もあると思い

ます。アンケートでも家で作るお弁当がいいという意見もございま

した。現実として、８割９割のご家庭が家からお弁当を持参されて

います。昼食をとっていない生徒に対してどのようにして昼食を提

供するかということが一番大切なことかと考えています。そういっ

た中で事務局の案ということで示させていただきます。 

 前段につきましてはこの委員会の設置について書かせていただ

いております。今まで議論いただいた４点、そしてデリバリー給食

についてということで議論もいただいて書かせていただきました。

その中ででてきたものとして、１番から５番ということで書かせて

いただきました。 

 まず１点目に、中学校給食は、生徒に栄養のバランスの取れた食

事を提供することにより、健康の増進、体力の向上を図るとともに、

食に関する理解の促進を図る上で、有意義なものと考えられるので

早期に実施することが望ましいと考えます。するのであれば早期に

実施してほしいという意見もございました。 

２点目に、給食実施の方式については、学校給食法等の趣旨を踏

まえ、全員が同じものを同じ環境で一緒に食べる「全員喫食」が望

ましいという意見と成長期、また思春期にある中学生の場合喫食量

など個人差が大きいこと、家庭弁当の教育的効用、日々の学校運営

上の課題、食育の在り方など、小学校の給食とは異なる点も考慮し、
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家庭弁当との選択制が望ましいという意見が出されました。そうい

った中で、「全員喫食」、それと「家庭弁当との選択制」の各々の方

式にはそれぞれのメリット、デメリットがあり、検討委員会として

望ましい方式を決定するまでには至りませんでした。しかし、デリ

バリー方式の選択制については課題はあるものの、課題と言います

のは、いろいろございました。喫食率の問題、アレルギーも問題も

ございました。ただ、実施そのものを見直さざるを得ないような重

大な課題はないと判断しますので、本検討委員会を含め、これまで

の取り組みを踏まえて、今後教育委員会、市で望ましい方式を決定

していただきたい。 

３点目、デリバリー方式の選択制で実施される場合は、本市の小

学校給食のすぐれた点を継承していく必要があります。実施に向け

た検討を行うにあたっては、関係者の意見を充分に聞く機会を設け

ることを要望します。また、給食実施後も事情があって家庭弁当を

持参できない生徒たちが本事業を活用できているかの検証や、活用

できていない場合の働きかけなどきめ細かい取り組みを要望しま

す。 

４点目、本市の小学校給食を評価し、中学校給食においても「自

校方式の全員喫食」を求める保護者の意見が多いことも考慮し、財

政的には厳しい面もありますが、選択制での実施後も全員喫食や就

学援助制度の導入については引き続き今後の課題となるよう要望

します。 

５点目として、給食の方式を問わず、中学校給食を実施していく

にあたっては、学校現場において様々な課題が生じることが想定さ

れます。生徒たちの心身の健全な発達や学校生活の充実をめざし、

給食指導や食育指導に努められることを要望します。 

ということで、５点に渡り今までお話いただいたものを提言の案

としてまとめさせていただきました。 

 

 ざっと今読み上げていただきました。この案につきまして、質疑

や修正がありましたら出していただきたいと思います。 

 

 デリバリー方式の選択制で実施という形になっていくというと

いう方向ですよね、これでしたら。 

 

 ３月に出されてから、我々も検討しまして、残念ながら一番望ま

しい方法にたどり着けていないというところから、現状はデリバリ
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ーの選択制ということになるかなと思いますが、ただ、デリバリー

実施の中で、やはりこれはどうみても子どもためには大人がもう一

度集まって考える必要があるなということがあれば、事務局、必ず

それはやりましょうというところを残していますよね。 

 

 デリバリーで喫食率が悪かったり、お弁当を持ってこられていな

い子がいたりしますよね。それでやっぱり改善しないといけないと

なったときに、自校方式で全員喫食となった場合、もう一度一から

やり直しですよね。どういう形になるかわかりませんが、今後自校

方式の要望があるかもしれません。今は府からの補助が出ているの

で、補助金でまかなえているけど、自校方式などまた次のものに変

わった時には市が全部負担しないといけないことになりますよね。

財政難とか言われていて、そういう形になった場合って、保護者の

方や市民の方は納得されないと思います。そこら辺はどう説明され

ていくのか。 

 

 現時点で直ちに自校方式に変更するかどうかという答えはでき

ません。今まで我々が市内部の中で検討してきた中で、とりあえず

は、デリバリー方式の選択制ということが摂津市にとって現実的な

方式であるという判断のもと、３月に大阪府に対して提出いたしま

した。その時点ではまだ確定ではありませんという説明を議会等に

もしてきました。その上で、説明会を開き、アンケートもとらせて

いただき、そして、今回の中学校給食検討委員会の中で協議いただ

いたわけですが、第１回の登阪部長のご挨拶にもありましたよう

に、市が考えているデリバリー選択制の方式について検証いただい

て、大きな問題点がないかもお話をしていただいて、結果ここで決

定するものではなくて、どういった課題があるのか、ただ、大きな

問題はなければこのまま進めていきたいと思っています。 

 

 それで、２番の「重大な課題はないと判断しますので」っていう

ことなのですね。すいません、重大な課題があると思うので、この

提言はできないですね。先程も言わせていただきましたが、アレル

ギーですね。検討課題としてですが。他市は今、除去食を実施され

ているところもあるということですよね。その検討が必要だと思い

ます。先にね。他市がなぜ、デリバリー選択制から自校方式全員喫

食に変えているのかもここでは検証していないですよね。そういう

ことも考えてからでないとこの提言はできないです。 
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 学校給食実施基準についてですが、学校給食は在学するすべての

児童又は生徒に対し実施されるものとするとなっています。デリバ

リーはそうではないですよね。それって問題点ではないですか。 

 

 自校方式やセンター方式の場合は、学校給食だけを作る調理場が

できますよね。デリバリーの形になるとそれは難しいですよね。学

校給食衛生管理基準によると、学校給食は単独の調理場を用意しな

いといけないですよね。調理器具に関しても。学校給食の設備的な

ことや調理器具のことがのっていますが、魚や野菜も全部専用のも

のにして分けないといけないとかね。それを、ちゃんとデリバリー

の業者が対応していけるかです。喫食率の問題もありましたが、業

者にしたらたくさん作ったら利益がでるとかあると思います。結局

学校給食だけで成り立っていくような業者はないと思います。そう

なると、他の仕出し弁当とかも兼用して作ることになりますよね。

それを別の施設で作るとなると、二重に施設をもつことになって、

そんなこと業者はできないと思います。そうなってきたときに、法

律を守れていないことになってきますし、重大な問題だと思いま

す。 

 

 松原さんがおっしゃっているような問題については、この検討委

員会では見えていませんが、この提言の修正をしてほしいという中

身になってきています。２番の「重大な課題はないと判断しますの

で」というところに論点がきていますが、アレルギーの問題である

とか、個々の家庭の費用負担とか、食材を調理するにあたってのル

ールをクリアしていただけるのかどうかという、その辺を考慮した

上でできる状況で進めるということで、修正が必要ではないかとい

うことですが。ただ、根本的なところで意見がそれぞれ違う部分が

あるので、３番、４番、５番のあたりの要望はつけてもらうという

ことで、２番目の後半について課題を明確にあげるというところで

修正をしたいと思いますが、事務局どうでしょうか。 

 

 ２番目の提言の、「しかし、デリバリー方式の選択制については

課題はあるものの」という部分での課題にアレルギーの問題も入っ

ています。また、衛生管理についてですが、学校給食衛生管理基準

に準じた民間の工場を選択する考えを持っています。ＨＡＣＣＰと

いう基準がありますが、その認定を受けているところを選定してい
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きたいと考えております。 

 

 貫山さんから質問がありましたが、デリバリーで進める中で重大

な問題が生まれるなりしたときに、方向性を変えるというのは物理

的に可能なのでしょうか。子どもたちのことを財政で片付けるのは

厳しいですが、これも避けては通れないことなので。 

 

 とりあえず事業を実施して、すぐに駄目だから変えるということ

は行政としてはなかなか厳しいところがあります。導入について、

選択制から全員喫食、就学援助なども引き続き検討していきます

が、すぐに自校方式ということになればなかなか財政も厳しい状況

で、先程資料として提出いたしました諸課題等もございます。それ

をすべてクリアするにはかなりの時間を要するものと考えますの

で、デリバリー選択制の方向で進めていきたいと考えております。 

 

 実施した後のすぐの変更は難しいということですよね。すぐにが

難しいのであれば、なおさら実施の前にもう尐し検討を重ねるべき

だと思います。高槻市は、デリバリー選択制を始めてから親子方式

に結構早い段階で変わりましたよね。そういった例があるにもかか

わらず、とりあえず実施するというのは駄目だと思います。 

 

 意見は何回も同じ意見が出て、それぞれの想いを伝えてもらって

いると思います。残念ながら１つの方向に着陸はできませんでした

が、是非こういう要望を踏まえて、修正として課題を明記した上で、

３番、４番、５番の要望については続けてさせていただきますよと

いうことで、その要望の中で今後話を続けられる可能性を残しまし

て、１つの提言案としたいと思います。今の現状の中でベターな選

択の１つであると認識しています。貫山委員、松原委員の保護者の

方の想いと、またお弁当も子どもたちとの絆として残してほしいと

いう保護者の想いもアンケートの中にありましたので、それも含め

まして、検討委員会の提言を修正していただきまして、予定の会議

を済ませたいと思います。 

 

修正させて頂く部分につきましては、委員長と相談させて頂きた

いと思います。修正内容については委員長に一任ということでよろ

しいでしょうか。 
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 そのようにさせていただきます。 

 

 重大な問題があると思うということで課題は書いていただくと

いうことですが、結局デリバリー方式選択制はそのままいくという

ことですか。ベターな方式の１つではあるかもしれませんが、全員

喫食もベターな方式の１つですよね。他の方式もベターな方式にな

るかもしれないですよね。今回の検討委員会は３回で終わりです

が、引き続き検討をしていただくという形ではどうですか。市で望

ましい方式を決定していただきたいではなくて。この状態でした

ら、課題はありますがデリバリー選択制で話を進めるということに

なってしまいますので。 

 

 要望を残してということで言っていますので。これまでかなりの

時間議論してきて、それぞれの意見はすべて出ていると思いますの

で、教育委員会に検討委員会のそれぞれの想いも引き受けてもらっ

て、要望を残して終了するという形でこの会は収めたいと思いま

す。 

提言の修正をしてもらって、要望する場を残してもらうというと

ころで、意見は出尽くしているとは思うのですが、子どもたちにコ

ンパスの針を当ててもらって、子どもたちにいい状況を考えていく

ということで要望を入れておきたいと思います。 

 

 あともう１つすいません。アンケートの結果をすごく重要視され

ていますよね。アンケートの回収率がありますが、子どもたちは学

校で実施しているので９６％、９３％あります。保護者に関しては、

小学校８３％、中学校５４％、保育所幼稚園６４％です。小学校の

２０％、中学校と保育所幼稚園に関しては４割近くの保護者が回答

していないです。その回答していない声、回答すらしない声ってい

うのを重要視してほしいです。あがってくる意見は見えます。回答

していない保護者は、アンケートに関心を持っていないのか、子ど

もの食に関心を持っていないのか、子どもそのものに関心を持って

いないのか。出てきていないアンケートの結果は非常に大事だと思

います。子どもたちはまともな食事を食べているのか食べていない

かもわからない状態のアンケートの声なので。ここに出てこない声

がまだまだたくさんあるということもわかって検討してほしいな

と。そこの家庭の子どもたちの状況がどうなっていくのかというこ

ともしっかり考えて検討してほしいです。食に欠けている子どもた
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ちの食をどうやって確保していくかってことが大事だと思うので。 

 

 本委員会の結論として、提言を修正したものを出していただくと

いうことで。なお、提言の中にも明記はされていますが、実施に向

けた検討を行うにあたっては、関係者の意見を十分に聞く機会を設

けていただきたいということを事務局にお願いしておきます。また

中学校の給食の実施の方式に問わず、中学校の現場の状況を理解し

ていただいて、うまく連携をとってもらって、子どもたちが尐しで

もいい状況で、昼食をしっかりとれるような状況にしていただくと

いう、この２点を強くお願いして、この会の結論とさせていただき

たいと思います。 

 事務局戻します。 

 

 みなさん、お忙しい中３回に渡りまして中学校給食検討委員会と

いうことでご出席いただいてありがとうございました。課題につい

て修正するということで検討させていただいて、委員長にご相談さ

せていただきたいと思います。後ほど皆様にもご報告させていただ

きたいと思います。それでは、この検討委員会を終わらせていただ

きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 


